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西川町子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

 
第１章 計画の策定にあたって 
 
  １ 計画策定の背景と計画の趣旨 
 
    急速な少子化の進展や保護者の就労環境の変化に伴い、乳幼児の保育、教育など、子ども

を取り巻く環境は著しく変化しています。このような状況の中、町は、平成２２年に「子ど

もたちが健やかに育つ町をめざして」をテーマと次世代育成支援行動計画の後期計画を策定

し、安心して、子育てができる町づくりを推進するために、母子保健事業の推進や不妊治療

費の助成、子育て祝い金、紙おむつ代助成事業、子育て支援センターの拡充、保育待機児童

の発生防止等の施策や事業を展開し、子どもを生み育てやすい環境や子ども達が健やかに育

つ環境づくりに努めてきました。 
    さらに、国では全ての子どもの良質な生育環境を保障し、子ども子育て家庭を社会全体で

支援することを目的に、平成 24 年 8 月に「子ども・子育て支援法」、「認定子ども園法の一
部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律」、いわゆる子ども・子育て新システム関連 3法を整備しました。これによ
り、子ども・子育て支援の新制度が平成 27年度からスタートし、「西川町次世代育成支援行
動計画」の趣旨を引き継ぐ「西川町子ども・子育て支援事業計画（平成 27年度～平成 31年
度）」を策定しました。この度、この計画が令和元年度で最終年度を迎えることから、引き続

き第 2 期の「西川町子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年～令和 6 年度）」を策定し計画
的に各事業を推進します。 

 
  ２ 計画の位置づけ 
    本計画は子ども・子育て支援法第61 条第 1 項に基づき、教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保の内容及び実施時期や、子ども・子育て支援法に基づく業務

の円滑な実施に関する内容を定めるものとし、「西川町母子健康計画」としても併せて位置づ

けし、一体的に推進することとします。なお、第 6次西川町総合計画を上位計画とし、整合
性を図るものとします。 

 
  ３ 計画期間 
    本計画の期間は、令和2年度から令和 6年度までの 5 年間とします。 
 
  ４ 計画の対象 
    本計画の対象者は、妊産婦から１８歳までの子どもとその家庭とします。 
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第２章 子ども・子育てを取り巻く現状と課題 
 
  １ 人口、出生数の動向 
     本町の人口は、住民基本台帳によると平成３１年４月１日現在、５，３４０人となり、

平成２６年と比較して７４１人減少しています。 
     さらに、年齢３区分別人口をみると、１５歳未満の人口は著しい減少を続けており、平

成３１年は４６８人となっています。一方で、６５歳以上の老齢人口は平成１２年頃から

２，３００人程度で推移しており、慢性的な少子高齢化の状態になっています。 
     また、子どもの数の減少は著しい出生数の減少を反映しており、平成２７年以降の出生

数は２０人前後で推移しており、本町の少子高齢化は著しく顕著になっています。 

 

 
 
 

年度 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成26年 平成31年
年少人口
15歳未満

1,622 1,625 1,475 1,247 974 816 697 588 468

生産人口
15～64歳

6,370 6,225 5,206 4,766 4,091 3,715 3,566 3,180 2,552

老年人口
65歳以上

1,481 1,666 1,873 2,195 2,387 2,386 2,329 2,313 2,320

総人口 9,473 9,516 8,554 8,208 7,452 6,917 6,592 6,081 5,340

※昭和55年から平成22年は国政調査、平成26年は4月1日現在の住民基本台帳
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２ 世帯の動向 
     世帯の状況は、人口の減少ほど急激な落ち方はみられませんが、減少傾向を示していま

す。近年では、６５歳以上の高齢者の独居あるいは二人暮らし世帯が増加しています。 
一方で、町の子育て支援センターの利用状況をみると、外孫や内孫の子守を行っている

祖母の利用が多く見受けられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 産業、雇用の動向 
     人口の減少に伴い、産業別就業人口も年々減少しており、昭和５０年からの３５年間で

５１％の減少となりました。就業構造別にみると一次産業が８６％の減少となっており、

２次産業が５７％の減少、３次産業が４.９５％の微減となっています。サービス産業の就
業者の割合が多く、土曜日、日曜日の勤務が多い職場に就業していることが予想されます。 

年度 35年 40年 45年 50年 55年 60年
平成
2年

7年 12年 17年 22年 27年

１人 42 51 69 84 82 93 122 166 178 263 270 302
２人 120 148 257 329 328 352 397 453 501 477 483 513
３人 289 342 402 466 421 388 363 363 369 353 338 345
４人 435 505 530 478 432 395 337 302 263 291 281 255
５人 520 528 476 438 366 346 296 238 230 228 210 162
６人 499 483 388 326 351 325 333 310 270 217 159 127
７人以上 746 482 283 227 217 247 237 231 173 128 110 79
計 2,651 2,539 2,405 2,348 2,197 2,146 2,085 2,063 1,984 1,957 1,851 1,783
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年度 昭和40年 昭和50年 昭和60年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
第1次産業 3,548 1,784 924 563 399 405 208 283
第2次産業 1,164 2,111 2,659 1,927 1,486 1,285 1,044 914
第3次産業 1,323 1,638 1,868 1,917 1,870 1,774 1,601 1,557
計 6,035 5,533 5,451 4,407 3,755 3,464 2,853 2,754
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４ 地域子ども・子育て支援事業等の現状と課題 
   これまで実施してきた各事業の実績等から、それぞれの課題も見えてきました。 
 

 （１）利用者支援事業及び地域子育て支援拠点事業 
＜現状＞  

     子育て支援情報の提供と支援事業に繋げる橋渡しと、乳幼児虐待の早期予防のため、町

の母子保健施設である保健センターを「母子基本型」、子育て支援の拠点施設である子育

て支援センターを「基本型」とし開設しており、保健師、保育士を専属の職員として配

置し、支援事業の充実を図っています。 
就学前の児童やその保護者等が交流できる場を提供するとともに、町の子育て支援の

拠点施設として、子育て情報の提供や、利用者に寄り添った、育児不安や子育てに関す

る様々な相談を受け、その後の支援に結びつける窓口としての機能を有します。 
 

○母子保健型・基本型設置数                         (単位：箇所) 
区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の内容 
母子保健型 １ １ １ １ １ 

基本型 １ １ １ １ １ 

 
＜課題＞ 
  「基本型」の子育て支援センターは、利用するメンバーの固定化により、新規利用者が

入りづらいと感じている様子もあり、利用しやすい環境を整える必要があります。 
 

○子育て支援センター利用状況 
                              （単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用者数 子ども  １，７６１ ３，４５５ ２，９９２ １，９４２ 
大人  １，５１３ ２，９３３ ２，５０７ １，７７５ 
計  ３，２７４ ６，３８８ ５，４９９ ３，７１７ 

身体計測 
(年 12回) 

子ども ２８１ ３０１ ２６８ ２８２ １８４ 
大人 ２５６ ２６９ ２６３ ２４９ １７４ 
計 ５３７ ５７０ ５３１ ５３１ ３５８ 

虫歯予防教室

(年 2回) 
子ども ２０ １６ ３１ ３１ １５ 
大人 １７ １６ ３１ ３１ １５ 
計 ３７ ３２ ６２ ６２ ３０ 

 
 
                                      （単位：組） 
 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

ぱくぱくルーム(年 8回)  ９８ １０２ ９７ ４５ 
ぴよぴよルーム(0歳児)  １６ １３ １８ １５ 
ぴよぴよルーム(妊婦)  ２ ５ ３ １ 
ほっこりルーム  １６ １６ １８ １３ 
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（２）乳幼児全戸訪問事業 
＜現状＞ 

生後０～２か月の乳児すべてを対象に保健師が訪問し、子育てに対する悩み等の相談

に応じ、母親の育児不安の軽減等に努めています。    
 
○訪問実績 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

対象者 27 26 16 17 15 
訪問実数 27 26 16 17 15 
実施率（％） 100 100 100 100 100 
延べ人数 27 26 16 23 26 

 
＜課題＞ 

      近年、妊娠期から精神的不安を抱えている方や出産後、育児不安が強くなり、初回訪

問のみならず、継続的に支援が必要になるケースが増えています。母子手帳交付時や

初回訪問時にアセスメントを行い、適切な時期の訪問と対応が必要となっています。 
 
 

（３）養育支援訪問事業 
＜現状＞ 

      養育支援が特に必要であると判断した家庭を保健師等が訪問し、養育に関する指導、

助言を行っています。 
 
○訪問実績                                  (単位：人) 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

訪問件数 実数 3 3 6 6 4 
延べ人数 18 16 22 33 55 

 
＜課題＞ 

      多様なケースがあり、訪問数の増加が見られております。様々なケースへの対応でき

るよう、各関係機関との連携強化、体制づくりが必要になっています。 
 
 

（４）一時預かり事業 
＜現状＞      

      家庭において、保育を受けることが一時的に困難となった児童について、保育園で一

時的に預かり、必要な保育を行っています。 
 ○実績 

    
 ＜課題＞ 

      事業を利用できる条件等を知らずに、緊急時等に困ることのないよう事業の周知・情

報発信方法を検討していく必要があると考えられます。 
 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

箇所 1 1 1 1 1 
利用数(延べ人数) 51 119 102 92 21 
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（５）ファミリーサポート事業 
 ＜現状＞ 
   地域において育児の援助を受けたい者（利用会員）と援助を行いたい者（協力会

員）との相互援助活動に関し、連絡調整を行っています。 
 

○実績 
 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用会員 12 16 19 21 21 
協力会員 12 15 21 26 27 
利用延べ件数 145 264 335 133 53 

 
＜課題＞ 
  協力会員の高齢化等により、新たな協力会員を募集しているが、応募は少ない状況

であるため、今後の体制を強化するためにも、事業の周知・情報発信等を実施し、個

別の声がけなども必要となってきています。 
 
 

（６）妊婦健康診査事業 
＜現状＞ 

     妊娠中は母体と赤ちゃんの健康管理のため、定期的な健診受診が必要になります。本町 
においては 14回の一般健康診査、4回の超音波検査、子宮頸がん検診、HTLV-1抗体検 
査、性器クラミジア抗原検査の助成をしています。また、県外医療機関受診者に対して 
も償還払いでの対応をし、妊娠された方が受診しやすい環境になるよう努めています。 
 

○妊婦健診状況                                (単位：人) 
 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

受診者数 実数 26 20 18 21 25 
延べ人数 260 265 199 214 237 

 
＜課題＞ 

     妊娠22週を超えての妊娠届け出の方もおり、望ましい妊婦健診の回数が受けられない 
方もおります。また、近年、心の問題を抱える妊婦の方も増えており、妊娠期からのサ 
ポートが必要になる方もいるため、対応について検討していく必要があります。 

 
 

（７）不妊治療助成事業 
＜現状＞ 

西川町に住所があり、出産後も西川町に居住し子育てをする意思がある方に対し、一

般不妊治療及び特定不妊治療の一部助成治療を行っています。（１年度あたり上限１０万

円、通算して２０万円までの助成） 
 

○実績 
 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

申請件数 1 1 0 1 3 
妊娠者数 1 0 0 1 0 
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＜課題＞ 
  不妊により悩んでいる方へ、事業内容を周知する方法の検討が必要となっています。 

 
 

（８）乳幼児健康診査 
＜現状＞ 

     乳幼児健診は乳児の発達段階に応じて実施しており、各年度、年齢においても受診率は

ほぼ１００％に近く、高い受診率となっています。 
 
○乳幼児健診状況 
 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

３～５か月

健診 
対象者数 30 22 19 16 15 
受診数 30 20 19 16 14 
受診率(％) 100 90.9 100 100 93.3 

１１～１２

か月 
対象者数 28 25 27 18 14 
受診数 27 24 26 18 14 
受診率(％) 96.4 96.0 96.2 100 100 

１歳６か月

健診 
対象者数 24 28 26 18 19 
受診数 23 27 26 18 19 
受診率(％) 95.8 96.4 100 100 100 

３歳児健診 対象者数 30 29 23 30 19 
受診数 29 29 22 30 19 
受診率(％) 96.6 100 95.6 100 100 

 
＜課題＞ 
  健診未受診者への対応と、転入・転出時の健診受診状況の確認を徹底し、切れ目の

ない支援が必要となっています。 
  
 

（９）歯科保健事業 
＜現状＞ 

      歯科健診は、乳幼児健診に合わせてと、単独で２歳児歯科健診を実施しています。乳

幼児健診時は希望者に対し、フッ素塗布を行っており、２歳児歯科健診時には、受診

者全員にカラーテストの実施、歯磨き指導を行っています。 
また、保育園入園児に対し、年２回の歯科検診・フッ素塗布を行っています。さら

に、年中児及び年長児を対象に、年一回、歯科衛生士による虫歯予防教室も行ってい

ます。 
  
○歯科健診受診者数   
 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

１１～１２

か月 
対象者数 28 25 27 18 14 
受診数 27 24 26 18 14 
受診率(％) 96.4 96.0 96.2 100 100 

１歳６か月

健診 
対象者数 24 28 26 18 19 
受診数 23 27 26 18 19 
受診率(％) 95.8 96.4 100 100 100 
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２歳児歯科

健診 
(１人２回) 

対象者数 61 41 57 54 41 
受診数 28 38 48 44 37 
受診率(％) 45.9 92.6 84.2 81.4 90.2 

３歳児健診 対象者数 30 29 23 30 19 
受診数 29 29 22 30 19 
受診率(％) 96.6 100 95.6 100 100 

  
○保育園での歯科保健事業 
  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

虫歯予防教室

（年中児） 
参加者数 26 23 27 24 30 

虫歯予防教室

（年長児） 
参加者数 36 26 23 26 24 

 
＜課題＞ 

      ３歳児以降に虫歯の発生が多くみられることから、家庭での食生活の見直しや、仕上

げ磨きの大切さ等を保護者と子どもへの意識付けが必要と考えられます。 
 
 

（１０）発達支援事業 
＜現状＞ 

町の健診時等において発達面で心配なお子さんに対し、支援を行っています。また、

保護者に対しても育児の支援にも努めています。また、保育園、子育て支援センター

においても臨床心理士の定期訪問、相談の機会を設け、支援につなげています。 
 

    ○支援状況 
 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

実人数 1 0 0 0 0 
延べ人数 1 0 0 0 0 

  
＜課題＞ 

      発達面で心配なお子さんに対し、すぐ療育センター等の医療機関へつなぐのではな

く、まずは療育支援につなぎ、支援の工夫での状況の変化がない場合や服薬が必要か

どうか等をアセスメントし、判断することが必要です。 
 
 

（１１）予防接種事業 
＜現状＞ 

予防接種法に基づく、定期接種に対し、決められた接種期間に公費で接種を受ける 

ことができます。ロタウイルス、おたふくかぜ、インフルエンザの任意予防接種につ

いて、費用の一部助成を行っています。 
 

○令和元年度定期予防接種摂取状況 
種別  対象者数 対象者 接種者数 接種率 
４種混合 Ⅰ期初回 15 生後３か月に達した時から生後１２

月に達するまでの期間にある者 
13 86.6 
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２種混合 ２期 43 11歳に達した時から 12 歳に達する
までの期間にある者 

32 74.4 

麻しん・

風しん 
１期 18 1歳に達した時から 2歳に達するま

での者 
15 83.3 

２期 23 6歳に達した時から 7歳に達するま
での者 

22 95.6 

日本脳炎 Ⅰ期初回 26 3歳に達した時から 4歳に達するま
での期間にある者 

20 76.9 

２期 26 9歳に達した時から 10歳に達するま
での期間にある者 

25 96.1 

結核 結核 15 生後 5 月に達した時から生後 8月に
達するまでの期間にある者 

16 106.6 

ヒブ 初回 1 回目 13 生後 2 月から生後 7月に至る期間に
ある者 

15 115.3 

小児肺炎

球菌 
初回 3 回 13 生後 2 月から生後 7月に至る期間に

ある者 
15 115.3 

B型肝炎 1回目 12 生後 2 月から生後 9月に至る期間に
ある者 

15 125.0 

水痘 1回目 14 生後 12月から生後 15 月に達するま
での期間にある者 

15 107.1 

子宮頸が

ん 
1回目 18 13歳となる日の属する年度の初日か

ら当該年度の末日までの間にある者 
1 5.5 

 
＜課題＞ 
  予防接種の必要性と適切な接種期間等の周知を図り、未接種者への接種勧奨が必要

となってきています。 
 
 
  （１２）延長保育事業 
      保育園に入園している児童が、保育認定を受けた利用時間以外の時間において、延長

し保育を実施しています。利用時間は、早朝は午前７時３０分から、夕方は午後７時

までとなっています。 
    ○支援状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用延べ

件数 
早朝 ４，１３１ ４，０２６ ６，５７６ ６，７６７ ７，３８２ 

夕方 ８，２７１ ７，６５０ ８，５７３ ８，７８１ ９，３２６ 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 
  第１期子ども・子育て支援事業計画の考え方を継承し、町の第６次総合計画の基本目標に即し、 
次の基本理念と基本目標を掲げ、対応を図るものとします。 

 
   １ 基本理念 
 
     安心して子どもを生み健やかに育てることができる環境づくりを進めるためには、保健、

医療、福祉、教育、企業、地域など親子を取り巻くすべての分野と次世代の親となる若者

をはじめ、これを取り巻く各分野における関係機関などの総合的な対応と施策の推進が必

要となります。 
     同時に、これらの施策を推進するためには、多くの町民の理解と協力が必要となります。 
     そこで、西川町が福祉政策の目標として掲げてきた「共に健やかに、共にいきいきと、

共にいつまでも」を本計画においても基本目標とし、基本理念を次のとおり掲げることと

します。 
 

子どもたちが健やかに育つ町をめざして 
～こころ豊かで、たくましく、自立した社会人となるように～ 

 
     だれもが安心してこころ豊かに暮らせるようにするために、家庭や地域、学校、 
    企業、行政などの多くの人が協力してその仕組みをつくっていきます。 
     そして将来の西川町を担う大切な子どもたちが、夢をもって、健やかにたくまし 
    く育ち、若者が希望を持って暮らすことができるまちづくりをめざします。 
 
     
   ２ 基本目標 
 
     「共に健やかに」・・・・  妊娠期の母子の健康管理に始まり、健康的な生活習慣づく

りや事故防止対策など、子どもたちが健やかに育つ環境を整

えていきます。 
 
     「共にいきいきと」・・・  この町に生を受け、親や家族、地域の人たちに見守られな

がら、若者が夢と希望を持っていきいきと暮らせるまちづく

りを進めていきます。 
 
     「共にいつまでも」・・・  家族や隣組、町内会、地域、職場、若者から高齢者まで、

それぞれが役割を持って連携し助け合い、心の安らぎと生き

る喜びを感じることができるまちづくりを進めていきます。 
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   ３ めざす町のすがた 
 
     （１）「安心子育てのまちづくり」 
         安心して子育てができるように子育て家庭を支援していきます。 
 
     （２）「子育てにやさしいまちづくり」 
         子育てに必要な社会資本や社会環境の整備を進めていきます。 
 
     （３）「若者が活躍できるまちづくり」 
         若者が夢と希望を持って活躍できるまちづくりを進めていきます。 
 
 

 
 
 
 
 

　　　　　【計画の基本構想】

基本目標 　　　めざすまちのすがた 主な支援事業の展開

　

保育・預かりサービスの充実

小児医療体制の充実

子育てしやすい生活環境の整備促進

子どもの安全の確保

共
に
健
や
か
に
・
共
に
い
き
い
き
と
・
共
に
い
つ
ま
で
も

各

種

支

援

の

実

施

暮らしやすい住宅の支援

新しく活躍できる場の提供

男女共同参画社会の推進

安心子育てのまちづくり

子育てにやさしいまちづくり

若者が活躍できるまちづくり

仕事と育児の両立支援

子どもを健やかに育む家庭・地域づくりの推進

子育て家庭に対する経済的支援

保護や支援を要する子どもたちの養育環境の整備促進

就労の支援

結婚の支援

子育て家庭に対する情報提供と相談体制の充実

母と子の健康づくり支援
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４ 計画の内容 
 
（１）「安心子育てのまちづくり」 
 
  ○これまでの経緯と現状の課題 
    子育て支援に関する相談業務は、第１期計画では、所管の管轄が多岐に渡ることか

ら、相談者のプライバシーを考慮しながらも、子育て支援センターを拠点とし、相談

業務や窓口の紹介の仲介を行うことで、相談者が利用しやすい体制の整備を目標とし

て取り組んできました。 
    また、子ども・子育て支援事業を実施していくなかで、子育て支援センターを相談

の拠点施設に位置付け、利用者支援事業を導入し、地域子育て支援拠点施設の「基本

型」、「母子保健型」施設を設置し、相談支援体制の更なる充実を図りました。 
    諸手続き等に関わる窓口機能の充実を含めた総合窓口化に関し、第１期の計画にお

いては統一を行っていくことで、利用者の利便性の向上を図るとしておりましたが、

フライバシーに関わる事項が多く、利用者の個人情報の保護の立場からも、従来とお

りの担当で行うこととし、手続がスムーズに進むように、仲介や紹介等の業務に関し

て強化して関わることにより、必要に応じ、担当者が直接出向いて相談を受けるなど

工夫により、ワンストップの窓口としての機能を有するような体制の強化に取り組み

ます。 
    ここ数年、年間出生者の数が非常に速いスピードで減少しています。更に、結婚年

齢の晩婚化等の要因により、不安を感じることなく、子どもを望み、生み育てていく

ことができるように、保健センター内に母子保健型の子育て世代包括支援センター設

置し、専任の保健師が、妊娠期から育児期の及び母子一人ひとりに対するきめこまや

かな対応や情報提供を更に充実できるような取り組みを行っています。 
    保育サービスにおいては、出生数の減少の半面、出生者の３分の２ほどの子どもが

３歳未満児からの保育を希望する状態となっています。平日の延長保育や土曜日の完

全保育等、保育希望者のニーズに対応した、保育サービスを充実させ対応していると

ころですが、保育者の確保や就労環境の対応については、更なる拡充に向けた対応を

行っていきます。 
    また、保護者の育児教育にも力を入れ、休日は、家庭で親子の触れ合いを十分に保

てるよう、家庭での育児の必要性についても力を入れて取り組んでいくこととします。 
 
     ○主な事業の展開 
      ①子育て家庭に対する情報提供と相談体制の充実 
        町の保健センターと子育て支援センターに子育て世代包括支援センターの「母子

保健型」「基本型」をそれぞれ開設し、子育て支援に関する情報をわかりやすく提供

するとともに、専任の保健師、保育士が日常的な育児の相談にあたり、切れ目のな

い相談支援体制の充実を図ります。 
      <主な支援事業> 
       ・子育て応援窓口の開設と支援窓口の一元化  ・母子保健相談窓口の充実 
       ・子育て支援情報の提供      ・子育て世代包括支援センターの開設 
       ・子育て支援事業              ・ファミリーサポート事業 
      
      ②母と子の健康づくり支援 
        お母さんの心身の健康保持と、乳幼児一人ひとりの健やかな成長のための事業を

推進します。 
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      <主な支援事業> 
       ・妊婦健康診査事業    ・予防接種事業     ・不妊治療助成事業 
       ・乳幼児全戸訪問事業   ・乳幼児健康診査    ・発達支援事業 
       ・養育支援事業      ・歯科保健事業 
 
      ③保育・託児サービスの充実 
        保護者が必要としているときに、安心して預けられる保育体制づくりを進め、子

どもや家族の病気、冠婚葬祭等、緊急的、かつ一時的に発生する保育ニーズにも対

応できる組織や体制をつくっていきます。 
        また、保育園一か所のみの設置である当町においては、教育認定児に関しても特

別利用保育制度を活用し、希望児全児が保育を受けられる体制を整えます。 
        さらに、放課後児童対策として、現在は西川小学校で行われている「放課後子ど

も教室」のみであるが、今後は「放課後児童クラブ」への移行について検討も行っ

ていくこととします。 
      <主な支援事業> 
        ・保育サービスの充実   ・一時預かり事業   ・放課後子ども教室 
        ・延長保育サービスの充実 ・放課後児童クラブへの移行検討 
 
      ④小児医療体制の充実 
        町立病院での小児受診の対応や、山形市医師会の夜間・休日小児診療受入に伴う

広域的な対応の促進、病児・病後児保育の広域的な受入に向けた対応等の充実を図

っていきます。 
      <主な支援事業> 
        ・広域的連携を含む小児医療の充実   ・小児救急啓発事業 
        ・病児、病後児保育の実施に向けた検討 
 
 
 （２）「子育てにやさしいまちづくり」 

  
  ○これまでの経緯と現状の課題 

      少子化や小学校の統合などに伴い、子どもが集団で遊びをする機会が減ってきてい

ます。更に道路網の充実や交通の高速化に伴い、子どもが安全に外で遊べる場所がな

くなりつつあります。町内に大型の遊具を備えた公園の整備を望む声も多く、冬期間

における屋内遊戯施設も含めて、今計画期間中において、既存施設の改修や整理も含

めた、公園整備の検討が必要と思われます。 
      また、冬期間における生活道路の除雪体制の整備や子どもの見守りの強化など安全

体制を更に進めていく必要があります。更には、子どもの健全な育成のために地域文

化の継承や地域交流活動の推進など、地域の子として子どもを育む仕組みが必要と考

えられます。 
      医療費助成事業や、西川町子育て応援事業、給食費の助成など、子育て家庭に対す

る経済支援一定の効果をあげていますが、町外への通学支援の更なる充実など、公共

交通機関の不足を補う支援を検討していく必要があります。 
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     ○主な事業の展開 
      ①子育てしやすい生活環境の整備促進 
       休日でも利用できる子どもの遊び場や、子連れでも安心して利用できる施設整備

など、日常生活の利便性向上を目指した町づくりを推進します。 
     <主な支援事業> 
        ・児童公園整備事業    ・屋内児童遊園整備事業 
        ・買い物支援事業     ・公共施設修繕事業 
        ・安全な道路環境の整備促進 

 
      ②子どもの安全の確保 
       子どもを交通安全や犯罪の被害から守るため、安全対策を講じ、事故を予防する

とともに、被害に遭うことのないように施策を推進します。 
     <主な支援事業> 
        ・交通安全学習の推進    ・安全対策推進事業の実施 
      
     ③仕事と育児の両立支援の推進 
       どのような勤務形態であろうとも、育児休暇が取得できる職場環境の推進や、仕

事と育児の両立できる職場環境のづくりを推進します。 
     <主な支援事業> 
        ・育児と就労料率支援相談窓口の設置と相談者への対応 
        ・トワイライト支援事業の普及に向けた促進 
 
     ④子どもを健やかに育む家庭・地域づくりの推進 
       親がゆとりと自信を持って子育てができるよう、家族みんなに必要な情報の提供

と学習機会の提供を行うなど、家庭の教育力を高め、社会全体で子どもたちを育て

ていくという機運を構築していきます。 
     <主な支援事業> 
        ・家庭教育学習会     ・食育の推進    ・家庭の日の推進 
        ・地域文化の継承事業   ・地域交流活動の推進 
 

      ⑤子育て家庭に対する経済的支援 
        医療機関が少なく、大型店舗や高等学校が無いなどの環境から生じる子育ての経

済的負担を、できるだけ軽減できるように支援体制を拡大して行きます。 
        高校進学に伴う、送迎やバス運賃等の負担を軽減するための対策を進めていきま

す。将来の西川町を担う子どもたちに対する、育児・育成環境、助成制度の充実と、

将来町に帰ってくるような機運の醸成を図るための施策の展開を図ります。 
      <主な支援事業> 
        ・西川町子育て応援事業の推進    ・保育料の負担軽減 
        ・医療費助成事業の充実       ・通園・通学バス運行事業の充実 
        ・高等学校、大学校への進学支援事業 
 
      ⑥保護や支援を要する子どもたちの養育環境の整備促進 
        全国的な児童虐待の増加傾向を踏まえて、「子育て世代包括支援センター」を中心

にして、情報交換及び支援会議等を開催し、関係機関との連携を密にし、予防と早

期発見に努めていきます。また、万が一、事件が発生した場合には、被害が最小限

となるよう、児童相談所や関係機関と協力して迅速な対応を図るものとします。 



- 15 - 
 

      <主な支援事業> 
         ・西川町子ども・子育て会議    ・保・小・中学校連携の強化と充実 

・西川町子育て世代包括支援センターの設置と事業内容の充実 
・要保護児童対策地域協議会 

 
（３）「若者が活躍できるまちづくり」 

 
  ○これまでの経緯と現状の課題 

      年間の婚姻届出数が減少を続けていく中で、若い世代が定住しやすいような住環境

の整備を進めています。また、町の自然環境や、特産品を活かした総合産業化を進め

ることにより、町内で働く場を創設し、更には、町に定住を希望する人の積極的な受

入や、受入に伴う空き家の活用など、町の未来を担う若者世代を支援する事業は更に

充実を図る必要があると考えられます。更には、町に住み続けられるような定住化支

援のための社会資本の整備や、結婚を望む人が結婚できるような結婚支援の展開など

を充実させ、合わせて、若い人の意見や思いが、町づくりに活かされるような、社会

参加の機会の創出を行い、自らが未来の町のすがたを思い描けるようにしていきます。 
 

 ○主な事業の展開 
      ①就労支援 
       町内企業との協力や、新たな就労の場つくりなど、若者の就労の場の確保を推進

していきます。 
     <主な支援事業> 
        ・町内企業、産業の活性化の促進  ・新たな企業の創出と誘致 
        ・新規産業の創出         ・企業支援の充実 
 
     ②結婚の支援 
       結婚を望む若者が、幸せな結婚と安定した居住ができるような支援を行います。 
     <主な支援事業> 
        ・ブライダルサポート事業の充実 
 
     ③暮らしやすい住宅の支援 
       西川町で暮らしたいと望む若者や、自然豊かな環境での暮らしを望む若者が、定

住しやすい住宅環境づくりをすすめていきます。 
     <主な支援事業> 
        ・若者向け住宅の整備による定住化の促進 
        ・住宅建築改修等事業の利用促進 
        ・空き家バンク事業の充実と利用促進 
 
     ④新しく活躍できる場の提供と男女共同参画社会の推進 
       町の未来を担える人材として、まちづくりの中心的な役割を担えるよう、人材の

育成と活躍できる場所づくりを進めていきます。また、男女の性差によって差別さ

れることなく活躍できる社会づくりをめざします。 
     <主な支援事業> 
        ・町長との語る会等による若者の意見の聞き取り 
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第４章 支援事業計画 
 
 １ 教育・保育提供区域の設定 
   子ども・子育て支援法により、市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他社会的要件、

教育保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域を指

定することになっています。小学校区、中学校区、行政区単位等地域の実情において設定する

ことになっていますが、西川町における教育・保育施設は平成 14年 3月に町内の 3 つの保育
園を統合し、にしかわ保育園として、設置運営を行っています。他に民間の保育園等の設置は

無く、今後の子どもの数の推計を考慮しても、今後も設置の予定は無いものと考えられること

から、第 1期計画に引き続き、全町を一つの区域として指定するものとします。 
   保育の対象となる入園児は、町民を優先としますが、施設の受入の範囲内において、町内の

職場に勤務する方が、にしかわ保育園での保育を希望された場合、受託により受入も可能とし

ます。併せて、町民の子どもが町外の保育施設での保育を希望する場合は、関係機関と可能な

限り調整するものとします。 
 
 ２ 保育の必要性の認定について 
   子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準にもとづき、保育の

必要性を認定した上で、給付する仕組みとなっております。 
   認定は次の１～3 号の区分で行います。 

認定区分 対象者 対象施設 

1号認定 満 3歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 
（保育の必要性なし） 

幼稚園 
認定こども園 

2号認定 満 3 歳以上の保育の必要性の認定を受けた就
学前の子ども（保育を必要とする） 

保育園 
認定こども園 

3号認定 満 3 歳未満の保育の必要性の認定を受けた子
ども（保育を必要とする） 

保育園 
認定こども園 
特定地域型保育事業 

  ※幼稚園・認定こども園共に町内には未設置の施設 
   1 号認定の場合は特例保育とし、保育園での保育を受けることができる 
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 ３ 「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」における量の見込み 
 
   「幼児期の教育・保育の量の見込み」 
     計画期間中における、保育の量の見込みに関しては、これまでの保育園の入園実績、人

口推計等から、下記のとおり必要な量の見込みを算出・設定するとともに、見込みに対する提

供体制の確保を図るものとします。 
                                     （単位：人） 

経過年次 １年目（令和２年度） ２年目（令和３年度） 

①教育・保育認定の区分 

認定区分 認定区分 

1 号 

認定 

2 号 

認定 
3 号認定 

1 号 

認定 

2 号 

認定 
3 号認定 

教 育

認定 

保育認定 
教 育

認定 

保育認定 

3 歳 

以上 

1.2 

歳児 

０ 歳

児 

3 歳 

以上 

1.2 

歳児 

０ 歳

児 

保育（教育）の量の見込み 
０ ８３ ２５ ５ ０ ７３ ２５ ５ 

② 

確

保

の

内

容 

受入施設区分 

教育保育施設 
０ ８３ ２５ ５ ０ ７３ ２５ ５ 

（にしかわ保育園） 

地域型保育事業者 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

①‐②確保の状況 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

３年目（令和４年度） ４年目（令和５年度） ５年目（令和６年度） 

認定区分 認定区分 認定区分 

1 号 

認定 

2 号 

認定 
3 号認定 

1 号 

認定 

2 号 

認定 
3 号認定 

1 号 

認定 

2 号 

認定 
3 号認定 

教 育

認定 

保育認定 
教 育

認定 

保育認定 
教 育

認定 

保育認定 

3 歳 

以上 

1.2 

歳児 

０ 歳

児 

3 歳 

以上 

1.2 

歳児 

０ 歳

児 

3 歳 

以上 

1.2 

歳児 

０ 歳

児 

０ ６１ ２５ ５ ０ ５１ ３４ ５ ０ ５３ ２５ ５ 

０ ６１ ２５ ５ ０ ５１ ３４ ５ ０ ５３ ２５ ５ 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

※保育認定区分…１号認定：満３歳以上で保育の必要性が無い場合（教育認定） 
        ２号認定：満３歳以上で保育の必要性が有る場合（保育認定） 
        ３号認定：満３歳未満で保育の必要性が有る場合（保育認定） 
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  ４ 「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の確保の方策の考え方 
     町では公立保育園１園で、町内の保育希望児全児の受け入れを行っています。町の出生

数は年間２０名前後で推移しており、急激な需要の拡大が起こるとは想定されず、更に

事業者の参入による地域型保育事業施設の新設等も見込んでいないため、受入施設も

「にしかわ保育園」１園としています。地域子ども・子育て支援事業においては、町の

子育て支援センターを子育て支援拠点施設として位置づけ、子育て支援事業を行ってい

きます。更に、保健センター・子育て支援センターに母子保健型・基本型として、専任

職員を配置して各支援事業の展開を行います。 
 

５ 地域子ども・子育て支援事業に関する内容 
     地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の子ども・子育て家庭の実情に応じて実

施する事業です。子ども・子育て支援法で 13 事業定められており、当町では以下の９事
業について実施していきます。 

  
  ６ 各年度における「地域子ども・子育て支援事業」の量の見込みと確保方策 
     計画期間中における、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みに関しては、第１期計

画の事業実績、人口推計等から、下記のとおり必要な量の見込みを算出・設定するとと

もに、見込みに対する提供体制の確保を図るものとします。 
   
  （１）利用者支援事業 
      子育て支援情報の提供と支援事業に繋げる橋渡し、乳幼児虐待の早期予防のため、町

の母子保健施設である保健センターを「母子保健型」、子育て支援の拠点施設である子

育て支援センターを「基本型」として開設しています。それぞれには、保健師、保育

士を専属の職員として配置し、月一回の定例会議を開催し、実務者間で情報共有しな

がら切れ目のない母子支援に努めています。 
   ○見込み数                             （単位：箇所） 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①量の見込み ２ ２ ２ ２ ２ 

②確保の内容 
母子保健型 １ １ １ １ １ 

基本型 １ １ １ １ １ 

①－②（確保状況） ０ ０ ０ ０ ０ 

 
  （２）延長保育事業 
      保育園に入園している児童が、保育認定を受けた利用時間以外の時間において、延長

し保育を実施します。 
  ○見込み数     （単位：令和2年度～4年度 実利用人数、令和 5 年度～6 年度 人日） 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①量の見込み  ２５ ２５ ２５ 11,000 11,000 
②確保の内容  ２５ ２５ ２５ 11,000 11,000 
①－②（確保状況）  ０ ０ ０ ０ ０ 

  
（３）子育て短期支援事業 

      家庭での養育が一時的に困難となった家庭の児童や、緊急一時的に保護を必要とする

児童を一定期間養育及び保護を行ったり、夜間や休祝日に仕事のある保護者の児童の

預かりを行ったりする事により、安定した育児環境の整備を図ることを目的に、事業

実施施設を指定し、委託により当該施設において養育、保護を行います。 
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○見込み数                               （単位：人） 
区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①量の見込み  ２ ２ ２ ２ ２ 
②確保の内容  短期支援事業  １ １ １ １ １ 

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ事業 １ １ １ １ １ 

①－②（確保状況）  ０ ０ ０ ０ ０ 
 
（４）乳幼児全戸訪問事業 

新生児のいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する様々な悩みを聞き、子育て支援

に関する情報の提供及び養育環境等の掌握や助言を行います。 
   ○見込み数                              （単位：人） 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①量の見込み  １５ １５ １５ １５ １５ 
②確保の内容  １５ １５ １５ １５ １５ 
①－②（確保状況）  ０ ０ ０ ０ ０ 

 
（５）養育支援訪問事業 

      養育支援が特に必要であると判断した家庭に保健師等が訪問し、養育に関する指導、

助言を行い、その家庭の適切な養育の実施を確保するための事業を行います。 
○見込み数                               （単位：人） 
 区分  令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①量の見込み  ４ ４ ４ ４ ４ 
②確保の内容  ４ ４ ４ ４ ４ 
①－②（確保状況）  ０ ０ ０ ０ ０ 

 
  （６）地域子育て支援拠点事業 

就学前の児童やその保護者等が交流できる場を提供するとともに、町の子育て支援の

拠点施設として、子育て情報の提供や、利用者に寄り添った、育児不安や子育てに関

する様々な相談を受け、その後の支援に結びつける窓口としての機能を有します。 
  ○見込み数          （単位：令和2 年度～4 年度 回、令和 5 年度～6年度 人日） 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①量の見込み １０ １０ １０ 1,500 1,500 

②確保の内容 西川町子育て 

支援センター 
１０ １０ １０ 1,500 1,500 

①－②（確保状況） ０ ０ ０ ０ ０ 

 
（７）一時預かり事業 

      家庭において、保育を受けることが一時的に困難となった児童について、保育園で一

時的に預かり、必要な保育を行う事業です。 
 ○見込み数                               （単位：人） 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①量の見込み ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

②確保の内容 西川町子育て 

支援センター 
６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

①－②（確保状況） ０ ０ ０ ０ ０ 
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（８）ファミリーサポート事業 
   地域において育児の支援を受けたい者（利用会員）と支援を行いたい者（協力会

員）との相互援助活動に関し、連絡調整を行います。 
○見込み数                               （単位：人） 
 区分  令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

①量の見込み  ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 
②確保の内容  ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 
①－②（確保状況）  ０ ０ ０ ０ ０ 

 
 

（９）妊婦健康診査事業 
      妊婦の健康診査を実施して、その健康管理に努め、妊産婦及び乳児死亡率の低下、

流・早産の防止及び、妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減を図ることを目的に、妊

婦に対して健康診査補助券を発行します。 
○見込み数                                
 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 
受診者数 実数 20 20 20 20 20 

延べ数 200 200 200 200 200 
 
 
 
  ７ 子ども・子育て支援に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体

制確保 
   
 （１） 質の高い幼児期の保育、地域の子育て支援の役割及びその推進方策 
      幼児期の保育や教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを

踏まえ、保育の提供にあたっては、年間のカリキュラムを作成し、カリキュラムに沿

った保育の提供を行うものとします。 
      西川学園構想の計画の下、小・中学校との連携をより強化し、一貫した教育目標に

沿って町が求める幼児期の保育をおこない、小学校への円滑な接続が行えるように取

り組みを推進していきます。 
 
 （２） 保育の提供体制の確保の推進方策 
      出生数の減少が続いていますが、低年齢時からの保育のニーズは拡大しています。

時代に即した保育のニーズに対応できるように、にしかわ保育園の受入体制を整え、

保育を希望する全児が保育の提供をスムーズに受けられるように努めるものとします。 
      また、安全な保育環境を整えるため、園環境の整備のほか、保育基準を遵守した保

育の提供を行うものとします。 
   
    ・保・小・中連携の推進 
      保育園から中学校まで一貫した子育て支援を進めるために、保・小・中連携を密に

し、小学校と接続をスムーズに行っていくため、保・小連絡会や教育支援委員会の充

実、職員間の相互交流の推進等を図ります。さらに、中学生の職業体験やボランティ

アの受け入れなど中学校との交流も積極的に行っていきます。 
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    ・０～２歳児保育 
      低年齢児からの保育ニーズの拡大にあわせ、受け入れ体制の拡充と乳幼児期ならで

はのトイレトレーニング等日常生活・習慣の習得の援助を行っていきます。 
 
    ・３～５歳児保育 
      子どもの自己形成を見守るなかで、コミュニケーション能力の習得と集団生活のル

ールを学ぶ支援を行い、更には保・小連携のカリキュラムに沿った、町の子どもとし

ての学びを提供していきます。 
 
 
第５章 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設の円滑な利用の確保 
 
 １ 施設の利用情報の発信 

     産後休暇等により、家庭において育児を行っている保護者などに対して、子育て支援セ

ンターが中心となり、センター利用の促進を図ります。また、保育施設利用のための情報

発信を行っていくとともに、育児不安等に関して相談支援を行い、その後の保育園利用が

スムーズに行えるように調整を行っていきます。 
 
   ２ 関係機関との連携 
     子育て世代包括支援センターの各専任保健師・保育士が情報連携をスムーズに行うこと

により、子どもの異動等の情報をより早く手に入れ、声掛けと情報提供を行う事により、

利用サービスの提供をスムーズに行えるようにします。更に、一時預かり事業をより柔軟

に対応できるようにし、急な保育のニーズにも柔軟な対応を行えるような体制を整えます。 
 
 
第６章 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する施策との連携 

   
   地域全体の教育・保育力の向上を図るために、「子どもに関する専門的な知識及び技術を要す 

る」下記事業について、積極的に連携・導入を行い、事業の展開を図るものとします。 
  
 

 １ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する事業 
 
  （１）児童虐待防止対策の充実に対する事業 
      相談体制や支援体制について、児童相談所をはじめとする関係各機関との連絡調整 

につとめ、協議等必要とする場合は要保護児童対策地域協議会を中心とし、関係各課 
と連携及び情報の共有を図り、緊急時における保護児童等の受入に関する体制や制度 
についての整備を進めていくものとします。 

 
   （２）ファミリーサポート体制の充実 
       町が運営主体となり、サポート及び利用会員共に登録の拡大を図り、利用しやすい 

制度とするために、双方のマッチングを進めていくものとします。 
 

   （３）子育て及び教育関係機関との連携と相談体制の強化 
       保小中連携を強化するとともに、園児と小学校児童や中学校の生徒との交流促進を 

進め、保育園から中学校まで、スムーズな移行の促進を図っていきます。 



- 22 - 
 

 
（４）ひとり親家庭の自立支援事業 

       生活支援や育児支援など相談や情報発信の充実を図っていきます。 
 
   （５）子育て支援拠点の充実 
       町の子育て支援の拠点施設として養育相談や子育て情報発信の充実を図り、保健師 

や保育士のよる事業の開催など、利用者が利用しやすい施設を目指し、利用者の拡大 
と、支援事業の充実を図っていきます。 

 
   （６）障がい児などの特別な支援が必要な子どもの施策の充実 
       保護者の不安を少しでも軽減できるように、関係機関の連携を強化し、相談業務と 

情報提供を充実していきます。 
 
 
第７章 計画の推進に向けて 
 
  １ 進捗状況の評価・検証 
     毎年１回、西川町子ども・子育て会議において、各種事業の実施状況を報告し、事業の

評価及び検証を行います。 
 
  ２ 福祉、教育、保健等の庁内関係課との連携調整 
     本計画を効率的・効果的に実施するため、健康福祉課のみならず、本町の子ども・子育

てに関わる関係課と連携し取組んでいく必要があります。さらに、西川町子ども・子育

て会議の意見等も踏まえ、関係課との調整を図っていきます。 
 
  ３ 家庭・地域・関係機関との連携 
     子どもの健やかな育ちを社会全体で支える環境を構築していくには、家庭や地域の役割

がますます重要になっています。各々がそれぞれの役割を理解し果たしていくととも

に、連携・協力のもと子育てを支援する環境づくりをおこなっていきます。 
    ・家庭・・・家族一人ひとりが積極的に子育てや家事を行い、共に支え合う関係を築く。 
    ・地域・・・子どもや子育て家庭の見守りなどを通して、地域が子育てを支えるという意 

味の醸成や、地域行事、伝統行事の充実を図っていく。 
    ・保育園、学校等の関係機関・・・子どもたちの身近な施設として、子どもの保育等の支 

援はもちろん、保護者に対する相談や情報提供など多様な支援を実施していく。 
 
  ４ 計画の周知 
     町のホームページや子育て支援センター便り等により、子育て世代を中心にして、本計

画の周知を行っていきます。 
 
  ５ 施策の見直し 
     社会情勢の変化や国や県の動向、本町の財政状況等を踏まえ、必要に応じて本計画の充

実や見直しを図ります。 


